
とき　2/25水13時15分～14時15分
※受け付けは開始５分前から行います。
ところ　いきいきほーる
対�象　１歳６カ月までの子を育児中の人とその
家族

内容　�講話・ビデオ学習・比較学習・試食
※調理・赤ちゃんの試食はありません。
定員　10人（先着順）
※�第一子・月齢 5カ月までの保護者を優先し
ます。
※�託児はありません。ベビーカーや抱っこで一
緒に参加することもできます。
※教室終了後、計測・育児相談もできます。
持�ってくるもの　バスタオル・母子健康手帳・
筆記用具・飲み物・ハンカチ
申込期限　2/18水
申�込方法　いきいきほーる健康課窓口か電話
で申し込んでください。上の二次元コードか
らアクセスできるWEBフォームでも受け付
けています。

問○いきいきほーる健康課

赤ちゃんが喜ぶご飯を離乳食教室

町営住宅入居者募集

　令和８年度の会計年度任用職員の採用希望登録者
を募集します。希望する職種・勤務時間などを事前
登録し、必要に応じて条件に合う人を任用します。
職�種　一般事務職・保育士・図書司書・給食調理員・
保健師など

対象　地方公務員法第16条に準じ、その欠格事項
に該当しない人。保育士・保健師・図書司書などは、
職務に必要な資格を持っている人。
登録期間　４月１日から１年間
勤務時間　平日８時30 分～17時15 分
※勤務時間・休日は職場で異なることがあります。
報酬・給料（日額・令和８年度予定）
▷一般事務職・給食調理員　9,919 円
▷保育士・図書司書　10,553 円
▷保健師・管理栄養士・助産師　11,984 円
手�当　交通費・任用期間によっては期末・勤勉手当
や退職手当が支給されます。
社�会保険　任用期間により、健康保険・年金・雇用
保険の適用があります。

申�込方法　3/6金までに申込用紙に顔写真を添付
し、役場人事秘書係窓口に提出してください。
※�申込書は提出場所・町ホームページで取得できます。
問○役場人事秘書係

会計年度任用職員の登録募集会計年度任用職員の登録募集

※エレベーターはありません。
※�車イス対応住宅の申し込みには入居資格審
査があります。
申込期間　1/26月～2/4水
申�込方法　役場町営住宅係窓口に申込書を提
出してください。
抽選日　3/3火　入居予定日　3/24火
申込資格　次の条件を全て満たす人
▷全員が町営住宅内で円満な生活ができる
▷町内に住所または勤務先がある
▷同居する親族がいる（結婚予定者を含む）
※年齢などで単身入居ができる場合があります。
※�福岡県パートナーシップ宣誓書受領証などの
交付を受けた人も対象です。
▷入居者全員の収入合計が入居収入基準以下
▷住宅に困っている　▷税などの滞納がない
▷暴力団員ではない
問○役場町営住宅係

町住 部屋 間取り 家賃
二

単身不可
５棟 304号
（３階）

6-6-4.5-DK
（3DK）

15,200 円
～29,800 円

鯉口 ６棟 203号
（２階）

6-6-6-K
（3K） 21,000 円

鯉口
車イス対応

５棟103号
（１階）

6-6-6-K
（3K） 21,000 円

問○役場広報係
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新聞の定期購読契約は
　　　途中で止められる？

２月のし尿収集日 問い合わせ
役場下水道課☎201-4321

水巻町水巻町 芦屋町芦屋町 遠賀町遠賀町 岡垣町岡垣町 合 計合 計
火 災 11 00 00 00 11
救 急救 急 186186 8787 139139 186186 598598

日・曜 対象地域（番）
２ 月 猪熊４・６～９丁目　頃末北１・２丁目

３ 火 猪熊２・４～６・８・９丁目
頃末南１丁目（１～11）　立屋敷

４ 水

猪熊４・５・７・９丁目
頃末北３丁目（12）
頃末南１丁目（12 ～ 34）
頃末南３丁目（１～21）

５ 木

頃末北２丁目（１・５）
頃末北３丁目（１・３・５・16）
頃末南３丁目（22 ～ 32）
吉田東 1丁目・２丁目（１～６）

６ 金

頃末北２丁目（１・４・５）
頃末北３丁目（１・３・４・７）
吉田東２丁目（７～22）・３丁目
吉田東４丁目（１～11）

９ 月

頃末北２丁目（１・４・５）
頃末北３丁目（４・６～８・13）
吉田東４丁目（12）・５丁目
吉田西１丁目（１～３）

10火
古賀　頃末北　猪熊　梅ノ木団地
吉田西１丁目（４～６）
吉田西 2 丁目（１～10）

12木 古賀１・３丁目　朳

13金 朳

16月
吉田西 2 丁目（11～20）・3 丁目
古賀 3 丁目　頃末北３・４丁目
頃末南２丁目　中央　美吉野

17火 樋口東　樋口　猪熊 3 丁目（３）
吉田西４・５丁目　下二東

18水 猪熊５丁目（５・11）　二東

19木 猪熊５丁目（２・４・５）　樋口
吉田南　下二西

20金 猪熊１～３丁目　古賀２丁目
吉田団地（１・２・７・８）

24 火 吉田団地（４・５・６）
二西１丁目（１～５）

25水 二西１丁目（６～８）・２・３丁目
二西４丁目（１～４）

26木 樋口（５）　猪熊７丁目（13）
二西４丁目（５～13）　伊左座

月
２
回
ま
わ
り

日・曜 事業者（対象地域）
12 木 環整（１）
13 金 環整（２）
17 火 東管社（頃末北）
18 水 東管社（猪熊・頃末北）
26 木 東管社
27 金 環整（１）・（２）

12月の火災・救急件数

令和７年 12 月 31日現在町の人口

気を付けないといけない事例を紹介します

納期限 問い合わせ 
役場納税係・保険年金係☎ 201-4321

【相談事例】
　新聞の購読を止めたいと思い、集金の担当者に「来月末
で契約を止めたい」と伝えたが、「契約期間がまだ残って
いるので解約できない」と言われた。
【アドバイス】
▷�訪問販売で新聞の契約をした場合は「契約書面を受け
取った日から8日以内」であればクーリング・オフでき
ます。この期間を過ぎると、原則として無条件解約でき
なくなります。ただし、やむを得ない正当な理由があれ
ば解約できるケースもあります。
▷�セールストークだけを鵜呑みにせず、契約書の内容をよ
く確認しましょう。
▷�しつこい勧誘・景品に惑わされず必要ない場合はきっぱ
り断りましょう。
▷�将来どのような生活状況になるか分かりません。長期間
の契約や申込後数年先から始まる契約、他の新聞社と
の購読契約中の契約は避けましょう。
▷�契約をした際は契約書の控えは必ず保管しておきましょう。
▷�勧誘方法に問題がある、購読者にやむを得ない正当な
理由がある、判断力が不足している状態（認知症など）
での契約である場合は解約できるケースがあります。
▷�１人暮らしや高齢者のみの世帯には、周囲の見守りや声
掛けが大切です。見慣れない商品や契約書に気が付いた
ら事情を聞いてみましょう。
問○水巻町消費生活センター☎201-4321

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 ●●町県民税町県民税		 ４４期　期　2/2 月2/2 月
　　　　　　 　　　　　　 ●●国民健康保険税国民健康保険税		 ８８期　期　2/2 月2/2 月
　　　 　　　 ●●後期高齢者医療保険料後期高齢者医療保険料		 ７７期　期　2/2 月2/2 月

ＷＥＢ広報みずまき 町ホームページでは、最新の「広報みずまき」のほかバックナンバーも楽しめます。https://www.town.mizumaki.lg.jp/

●12月の人の動き●12月の人の動き
▷ 出 生▷ 出 生� 16 人16 人
▷ 死 亡▷ 死 亡� 37 人37 人
▷ 転 入▷ 転 入� 101 人101 人
▷ 転 出▷ 転 出� 7575 人人町の面積町の面積     11.0111.01 ㎢㎢

● 人 口● 人 口　　27,401 人27,401 人
　　　　  （前年　－　　　　  （前年　－ 123 人）123 人）
▷ 男 性　▷ 男 性　12,949 人12,949 人
　　　　  （前年　－ 54　　　　  （前年　－ 54 人）人）
▷ 女 性　▷ 女 性　14,452 人14,452 人
　　　　  （前年　－　　　　  （前年　－ 69 人）69 人）
● 世 帯● 世 帯　　13,905 世帯13,905 世帯
　　　　  （前年　＋　　　　  （前年　＋ 94 世帯）94 世帯）
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